
議案第１２号  

 

   京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について  

 

 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部を改正する条例を別記のように定める。  

 

  令和３年２月２５日提出  

 

京丹後市長 中 山  泰  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 丹後放課後児童クラブの移転先である京丹後市丹後地域公民館の耐震化工事が完了する予定であることから、同施設内に移転するた

め、設置場所について所要の改正を行うものである。  
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（別記） 

京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部を改正する条例 

 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例（平成１７年京丹後市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表中「 

丹後放課後児童クラブ 京丹後市丹後町成願寺１７２８番地 

旧京丹後市立豊栄保育所内 

」を「 

丹後放課後児童クラブ 京丹後市丹後町間人２６９０番地の１ 

京丹後市丹後地域公民館内 

」に改める。 

   附 則 

  この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例(平成17年京丹後市条例第27号)新旧対照表 

現行 改正案 

京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例 

平成17年6月27日 平成17年6月27日 

条例第27号 条例第27号 

本則 （略） 本則 （略） 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

名称 設置場所 

(略) (略) 

丹後放課後児童クラブ 
京丹後市丹後町成願寺1728番地 

旧京丹後市立豊栄保育所内 

(略) (略) 
 

名称 設置場所 

(略) (略) 

丹後放課後児童クラブ 
京丹後市丹後町間人2690番地の1 

京丹後市丹後地域公民館内 

(略) (略) 
 

    附 則 

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。  
 

3 / 4



4 / 4


	議案第12号-01（議案書）京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について
	議案第12号-02（改め文）京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について
	議案第12号-03（新旧対照表）京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について
	議案第12号-04（参考資料）京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について



